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まえがき 
ソフトウェアモジュールや設定ファイル等，IT システ

ムのアセットの中には，再利用頻度が低く削除して良い

もの，再利用頻度が高く保守が必要なものが存在する．

しかしながら，保守すべきアセットに該当するかの明確

な判断基準がないため，アセット管理者が属人的に行い，

コストがかかっている．アセットが存在するドメインの

中で，保守すべきものは，ドメイン共通制約を保持して

いるが，ドメイン共通制約を表現するモデルがないため，

判断基準としての利用が困難である．本稿では，保守す

べきアセットをアセット管理者が客観的に判断すること

を支援するため，ドメイン共通制約の構造化方法を提案

する．ネットワーク設計を題材にした例を通し，提案手

法によりドメイン共通制約の構造化が可能なことを示し

た． 

1. はじめに 
IT システム開発のアセットを再利用し開発コストを削

減する試みが盛んに行われている[1][2]．  

その一方で，アセットが膨大な数になり，再利用頻度

が低く削除して良いもの，再利用頻度が高く保守が必要

なもの（以降，共通アセットと呼称する）の判断が属人

的であり，アセット管理コストがかかっている[4]． 

共通アセットの判断には，各アセットをフィーチャで

構造化したフィーチャモデル[3]で表現し，共通性に着

目する方法がある．フィーチャとは，ユーザが識別可能

なシステムの目立った特性や様相を表すものである．例

えば，IT システムの機能や応答時間等の性能である．し

かしながら，共通性の判断は，各モデル管理者のスキル

に依存しており，明確な判断基準がないため，同一アセ

ットであっても，共通アセットと判断される場合と判断

されない場合がある． 

判断基準には，アセットが属する業種や企業等の領域

（ドメイン）で共通な制約（ドメイン共通制約）の利用

が考えられる．IT システムのアーキテクチャ設計は，ド

メインのビジネス制約，技術的な制約に大きな影響を受

け[5]，再利用頻度が高い共通アセットは，ドメイン共

通制約を保持しているからである．従来のフィーチャモ

デルを用いる方法では，アセット管理者間で共通理解可

能な，ドメイン共通制約を表現する項目が存在しない．

項目が存在したとしてもドメイン共通制約を判断する方

法がない．そのため，各アセット管理者が，ドメイン共

通制約を利用しているかわからない状態で，経験的に共

通アセットを判断しているのが現状である．これが，ア

セットが膨大な数になる問題の一つとなっている． 

本稿では，アセット管理者による共通アセットの客観

的な判断を支援するために，ドメイン共通制約を構造化

する方法を提案する． 

2. ドメイン共通制約の構造化方法 
ドメイン共通制約は，ドメインの制約の集合から，ド

メインに属する開発案件固有の制約を除いたものである．

そのため，制約を含むモデル（ドメイン付帯情報）とそ

のモデルからドメイン共通制約を導出し，構造化する． 

本稿で提案するドメイン共通制約の構造化方法は，次

の 3 ステップからなる． 
 

1. アセット管理者が，アセットを表現するアセット付帯

情報を生成する．アセット付帯情報は，各開発案件，

品質特性要求，機能，製品から構成される．  

2.アセット管理者が，ドメインに紐づくアセット付帯情

報 を 指 定 し ド メ イ ン 付 帯 情 報 を 生 成 す る ．  

各開発案件が属するドメイン，品質特性要求，機能，

製品，アセット，ドメインにおける各項目の出現頻度

から成る． 

3. 図 1に示すようにドメイン付帯情報を構成する項目の

出現頻度を降順に並び替え，出現頻度の微分値の絶対

値が大きい点に着目し，開発案件固有の制約を判断す

る．それをドメイン付帯情報から除外し，ドメイン共

通制約の構造化を行う．絶対値が 0 の場合は，開発案

件固有の制約でないと判断する．これらの処理を品質

特性要求，機能，製品に至るまで繰り返す．上位階層

で開発案件固有の制約と判断された場合は，下位階層

も開発案件固有の制約と判断する．  
 

ドメイン付帯情報は，(1)開発案件が属するドメイン，

(2)品質特性要求，(3)機能（品質特性要求を実現する機

能），(4)製品(機能を実現するための製品)，(5)アセッ

トと(2)～(4)の出現頻度から成る．アーキテクチャ設計

[5]に着目すると，品質特性要求は，アーキテクチャの

構成に依存するため，アセット管理者間で共通認識を持

たせやすい．品質特性要求とは，システムが実現すべき

機能の他にシステムが保有する性質（セキュリティ，可

用性，性能など）のことである．開発案件固有の制約は，

同じ品質特性要求であっても，実現する機能や製品が異

なることを利用し表現可能である．  

 
図 1 開発案件固有制約とドメイン共通制約の判断方法 

 

3. 評価と考察 
本稿では，IT システム設計のうち，ネットワーク設計

を例題として提案手法を適用した結果を説明する．図 2

左に示すアセット付帯情報をアセット管理者に生成させ 
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図 2 アセット付帯情報とドメイン付帯情報 

 

 
図 3 ドメイン共通制約の導出・構造化方法 

 

た．ドメインに紐づくアセット付帯情報をアセット管理

者に指定させることで，図 2右に示すドメイン付帯情報

を生成した．  

ドメイン共通制約の構造化のため，図 2右に示すドメ

イン付帯情報の各項目の出現頻度に着目した．構造化例

について図 3を用いて説明する．図 3はドメイン付帯情

報であり，品質特性要求，機能，製品の階層の順に開発

案件固有の制約かドメイン共通制約であるかを判断して

いく．品質特性要求の階層であれば，各項目の頻度を降 

順に並べると，アクセスの制限の頻度は 5，機密性保持

は 5，ユーザ認証が 5 であり，かつ頻度の微分値の絶対

値は 0 であるため，ドメイン共通制約に属する要素と判

断した（図 3中 A）．アクセスの制限に紐づく機能の出

現頻度に着目すると Dynamic NAT は 2，PAT は 2，NAT は

1 であり，出現頻度の微分値の絶対値が最大になる値は，

NAT の頻度と PAT の頻度の間であるため，NAT を開発案

件固有の制約と判断した（図 3中 B）．その他の品質特

性要求においても同様な処理を繰り返した．NAT の下位

の階層である製品とアセットは共通でない要素と判断し

た（図 3中 C）．以上の処理により，図 3中の塗りつぶ

した項目をドメイン共通制約とし，構造化した．  

以上により，ドメイン共通制約を構造化し，ドメイン

共通制約に紐づくアセットの提示が可能となる．そのた

め，提案手法を用いることにより，共通アセットの客観

的な判断支援の一助になると考えられる． 
 

 

4. おわりに 
本稿では，アセット管理者による共通アセットの判断

基準としてドメイン共通制約を提案した．ドメイン共通

制約を構造化する方法として，制約を含むドメイン付帯

情報から，開発案件固有の制約を除外することを提案し

た．提案手法によりドメイン共通制約を構造化できるこ

とをネットワーク設計を題材にした例を通して示した．  

提案手法では，ドメイン付帯情報を構成する品質特性

要求情報と機能と製品の対応関係は，アセット管理者が

事前に定めることを前提としている．しかしながら，各

項目間の対応関係を洗い出す作業の手間が発生する．手

間が発生する原因は，各項目の対応関係が，アセット管

理者のスキルレベルにより異なるためである．それらの

違いを吸収するような仕組みの構築が今後の課題である． 
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